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    財形年金貯蓄 勤労者財産形成貯蓄預金                   Ａ－２５－① 

                                     （２０１５年３月９日現在） 
 
 

 商品名 

 （愛称） 

  財形年金貯蓄 勤労者財産形成貯蓄預金 

  財形年金預金 

 

 販売対象   事業主に雇用されている勤労者（１人１店舗、１契約） 

 契約締結時年齢   ５５歳未満 

 積立期間   ５年以上（年１回以上の預入が必要です）にわたって定期に積立をする。 

 据置期間   ６カ月以上５年以内（６０歳以降の年金受取開始の日まで） 

 預入 

 

  

 

  

 預入方法  ・事業主による給与天引、代行預入（預入ごと期日指定定期預金を作成します） 

 預入金額  ・１００円以上 

 預入単位  ・１円単位 

 払出しの制限  ・預金及び利子は年金の支払以外の払出しを行わない。 

 支払開始年齢  ・６０歳以上 

 支払期間  ・５年以上２０年以内（支払回数は２１回以上８０回以内） 

 利息 

 

  

 

  

  

  
  

  

  

  

  

 適用利率   店頭掲示の金利を適用します。 

 支払方法   個別の定期預金ごとの満期後元金に組入れ、自動的に継続します。 

 計算方法 

  

  
  

  

  

  

  

 ・預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在に

おける店頭掲示利率で１年複利で計算します。 

  ①預入日から満期日までの期間が１年以上２年未満の場合・・・２年未満の利率 

  ②預入日から満期日までの期間が２年以上の場合・・・・・・・２年以上の利率 

 ・満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数につ

いて、解約日または書替継続日の普通預金の利率によって計算します。「年金元

金計算日」までの期間が１年未満の場合は、同日を満期日とするスーパー定期預

金とします。 

  

 税金 

  

  

 ・財形住宅預金と合算で550万円を非課税の限度額とすることができます。 

 ・上記非課税限度額を越える場合は、元本全額の利子について分離課税（20％、国

税15％、地方税5％）されます。 

  ※２０１３年１月１日から２０３７年１２月３１日までの間に支払われる利息に

は復興特別所得税が追加課税されるため、20.315％（国税15.315％、地方税

5％）の税金がかかります。 

 契約の証 

  

 ・「財産形成年金預金ご契約の証」（以下「ご契約の証」とする）を作成し事業主

を経由して契約者に交付します。 

 年金支払方法 

  

  

 ・支払いサイクルは３カ月毎。 

 ・支払日は１日～２８日（休日の場合は翌営業日） 

 ・支払方法は本人名義指定普通預金口座（当金庫の本支店）へ入金します。 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                   （改 ２２．１０．０１） 

 

                                            Ａ－２５－② 
 
 

 契約の変更 

  

  

 ・預入金額、最終預入日、支払開始日、支払回数の変更受付期限については最終預

入日までとします。 

  支払開始日の繰上は、変更後支払開始日の１年３カ月前の応答日までとします。 

  また、繰下げる場合は、変更前支払開始日の１年３カ月前の応答日までとします。 

 

 金利情報の入手 

 方法 

 ・金利は店頭の金利ボードまたは窓口にご照会下さい。 

 中途解約の 

 取扱い 

 

 ・満期日前に解約する場合、その利息は、預入日（継続した時は最後の継続日）か

ら、解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率によって１年

複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。 

 

  ①６ カ 月 未 満                        解約日の普通預金利率 

  ②６カ月以上１年未満                        ２年以上利率×４０％ 

  ③１年以上１年６カ月未満  ２年以上利率×５０％ 

  ④１年６カ月以上２年未満  ２年以上利率×６０％ 

  ⑤２年以上２年６カ月未満  ２年以上利率×７０％ 

  ⑥２年６カ月以上３年未満  ２年以上利率×９０％ 

 （注）解約日の普通預金利率 （小数点第３位以下切捨） 

 苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

 

 ・苦情処理措置：本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室

（9時～17時、電話 0120-131-811）にお申出ください。 

 ・紛争解決措置：東京弁護士会（電話 03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話  

03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話 03-3581-2249）の仲裁

センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望さ

れるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国し

んきん相談所（9時～17時、電話 03-3517-5825）にお申出くださ

い。また、お客さまから、上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）

に直接お申出いただくことも可能です。 

         なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利

用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地

域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等

を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域

の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）もありま

す。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談室もしくは全

国しんきん相談所にお問合わせください。 

  

 



 

 
                                   （改 ２０１５．３．９） 

 

 Ａ－２５－③ 

 その他参考と

なる事項 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ・この預金につきましては、所定の申込書等が必要です。 

 ・この預金については、通帳発行にかえ、契約者宛に年２回（６月・１２月）の残

高通知をいたします。 

 ・預金者が積立期間中に退職、役員昇格等により勤労者でなくなった場合は、不適

格事由が生じたものとして下記の通り課税関係が生じます。 

  ①利子計算期間が１年超 

   該当事由の発生から１年経過する日前に支払われる利子・・・・非課税 

   該当事由の発生から１年経過する日以後に支払われる利子・・・課 税 

  ②利子計算期間が１年以内 

   該当利子計算期間の利子・・・・非課税 

   該当利子計算期間後の利子・・・課 税 

  期日指定定期預金は、退職等生じた日の１年後の応答日の前日を満期日とする。 

  期日指定定期預金で退職等生じた日の１年以内の満期日が到来するものは、その

継続は停止します。 

 ・転勤、転職の場合、事業主が契約に基づく賃金控除、払込代行を引受ける場合に

は財形貯蓄を継続することができます。また、非課税扱の継続をする場合は、前勤

務先に保管されている「財形非課税貯蓄申告書」など各種書類の写しを６カ月以内

に新勤務先を経由して「勤務先異動申告書」または「継続適用申告書」を提出す

る。 

 ・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本１，０００万円までと

その利息が保護の対象となります。（当金庫に複数の口座がある場合には、それら

の預金元本を合計して１，０００万円までとその利息が保護されます。）   

 


